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策  定：Ｒ７年３月 
計画期間：Ｒ７年～Ｒ１１年 
目  標：重要業績評価指標を 

設定 

しぶかわ未来共創プラン 
第３期 渋川市総合戦略 

策  定：Ｈ２５年３月 
基本理念：地域とともに、信頼を未来に

つなぐ日本の水道 

新水道ビジョン 

安心 強靭 持続 

策  定：Ｒ７年３月 
計画期間：Ｒ７年～Ｒ４２年 
目  標：Ｒ２２年 約６万人 

Ｒ４２年 約４.７万人 
 

渋川市人口ビジョン 

策  定：Ｈ３０年４月 
計画期間：Ｈ３０年～Ｒ９年 

基本理念：未来へつながる安全で 
安心な信頼される水道 

策  定：Ｈ２９年５月 
計画期間：Ｈ２９年～Ｒ８年 

渋川市水道事業基本計画 

実 践：Ｒ２年４月 
タイプ：４Ｄ 

渋川市水道事業 
アセットマネジメント 

渋川市新水道ビジョン 

策  定：Ｒ２年３月 
計画期間：Ｒ２年～Ｒ１１年 

渋川市水道事業経営戦略 

渋川市水道事業経営戦略 
改  定：Ｒ７年 
計画期間：Ｒ８年～Ｒ１７年 

今回見直し 

安全 
いつでも安心して飲

める安全な水道 
  

強靭 
災害に強く、安定し

た供給が可能な強靭

な水道 

持続 
５０年１００年先の

未来へつながる持続

する水道 

渋川市の施策 国の施策 

渋川市水道事業の施策 

１ 経営戦略改定の趣旨  （本編 1～２ページ） 

 

１－１ 経営戦略改定の趣旨  

本市の水道事業は、市町村合併により各水道事業を引継ぎ、市民の皆様に安全で安心

な水道水を供給する役割を担ってきました。しかしながら、人口減少等に伴って料金収入

が減少する中、老朽化による更新が必要な施設の増加や自然災害による原水水質悪化に

対する措置、地震への対策など、取り組むべき課題が山積しています。 

このような状況下において、令和２年３月に策定した「渋川市水道事業経営戦略」は、令

和７年３月をもって計画期間である 10 年のうち 5 年が経過したことから、事業の状況把握及

び分析並びに将来予測が再度必要な時期となっています。加えて、経営戦略策定当時と

比較して水道事業を取り巻く環境が変化していることから、より実効性の高い戦略とするた

め、「渋川市水道事業経営戦略」の見直しを行います。 

 

１－２ 計画期間 

令和８年度～令和１７年度（１０年間） 

 

１－３ 上位計画と本戦略の位置付け 
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※渋川、伊香保、北橘、小野上、赤城地区の管路延長は口径７５ｍｍ以上である 

※子持地区の管路延長は口径２０ｍｍ以上である 

２ 事業概要 （本編３～１７ページ） 

 

２－１ 事業の現況 

（１） 給水 

供用開始年月日 
平成 26 年３月 28 日 

平成 29 年 4 月 1 日（変更届出）事業統合 

法適（全部・財務）・非適の区分 法適（全部） 

計画給水人口 79，100 人（Ｈ２９．３認可計画値） 

現在給水人口 71，196 人（Ｒ７．３.３１現在） 

有収水量密度 ６９１．７㎥/ｈa 

 

（２） 施設 

水源 表流水、伏流水、地下水、受水、その他 

施設数 
浄水場設置数 ８箇所 

管路延長 

導水管 １１．４１千ｍ 

配水池設置数 ８７箇所 送水管 ７８．７６千ｍ 

施設能力 ７３，５８２㎥/日 配水管 ６９６．７０千ｍ 

施設利用率 ５８．０４％ 計 ７８６．８７千ｍ 

  

 

 

（３） 料金 

  本市の水道料金は、基本料金と従量料金で構成される二部料金制です。基本料金は、

口径別で８㎥まで基本料金を含みます。従量料金は基本料金を超えて使用した水量につ

いて、１㎥ごとに使用料を徴収しています。 

表2.1 水道料金表（１か月あたり、税抜） 

種 

別 
用途 量水器口径 

基本料金 

(１か月につき) 

従量料金（１㎥につき） 

８㎥ 
まで 

９～ 
２０㎥ 

２１～ 
５０㎥ 

５１～ 
２００㎥ 

２０１～ 
３,０００㎥ 

３,００１㎥
以上 

専

用

給

水

装

置 

一般用 

１３ｍｍ １，１５０円 

 
０ 
円 
 

１２０ 
円 

１６５ 
円 

２００ 
円 

２５０ 
円 

１８０ 
円 

２０ｍｍ １，２００円 

２５ｍｍ ２，５００円 

３０ｍｍ ３，６００円 

４０ｍｍ ６，４００円 

５０ｍｍ ９，７００円 

７５ｍｍ ２０，８００円 

１００ｍｍ ３４，０００円 

１５０ｍｍ ６７，０００円 

臨時用 一般に同じ １㎥につき ３６０円 

私設消火栓 
演習用 使用時間１栓１０分につき ６００円 

火災時使用 無料 

料金改定年月日 令和６年４月１日 
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２６人（４６人） 

（局長を含む） 

水道事業管理者の権限を行う市長 

水道担当 

計２６人 

（４６人） 

上下水道局 総務経営課 

業務課 

浄水管理センター 

総務企画係 

経営会計係 

業務係 

維持係 

水道工務係 

下水道工務係 

浄水場係 

３人（６人） 

３人（６人） 

０人（４人） 

０人（４人） 

１1人（１１人） 

０人（６人） 

６人（６人） 

７人（１３人） 

（課長を含む） 

１８人（３２人） 

（課長を含む） 

（４） 組織 

 上下水道局の組織体制は、予算や計画の策定、料金関連事務を担当する総務経営課、

工事や給水申請を担当する業務課、施設保全や水質管理を担当する浄水管理センターの

下に浄水場係が配置されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※カッコ内の数は上下水道局内での人数です 

２－２ これまでの主な経営健全化の取組 

（１） 民間活力の導入 

 伊香保・子持地区水道施設管理や検針・料金収納・水道開閉栓業務などを委託し、効率

化と経費削減に努めています。 

 

（２） 経常経費の削減 

 夜間電力、インバーター設備活用、ダウンサイジングによる動力費削減、廃止施設解体に

よる管理費削減を行いました。 

 

（３） 安全性の確保 

 水質が悪化した井戸からの取水を休止し、「いつでも安心して飲める安全な水道」の維持

に努めています。 

 

（４） 有収率の向上 

 漏水調査を委託し、突発的な漏水への緊急対応だけでなく、年間を通して漏水に対応で

きる体制を整えています。 
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（５） 水道料金の改定 

 「渋川市上下水道事業の経営に関する協議会」で経営全般の協議・検討を行い、令和６

年４月に料金改定を実施しました。 

 

（６） 広域化の検討 

 群馬県主導の「水道広域連携検討会」に参加し、近接する事業体と協調し、広域化や業

務の共同化などを検討しています。 

 

２－３ 経営比較分析表等を活用した現状分析 

 本市水道事業の収益性、効率性、安全性、施設の老朽化状況について、経営比較分析

表における経営指標を活用し、類似団体平均値と比較、分析しました。 

料金回収率は、１００％を下回っていますが、累積欠損金等がなく安全性が高い状態で

す。一方、効率性は低く、施設の老朽化が進行している状態であり、計画的な資産の更新

が喫緊の課題です。 

※類似団体とは、給水人口５万人以上、１０万人未満の団体のことをいいます。 

 

（１） 収益性 

 渋川市（Ｒ６） 類似団体（R６） 

経常収支比率 １０５．４７％ １０７．６１％ 

料金回収率   ９２．５６％ ※ ９９．２５％ 

給水原価 １７２．６３円 １７８．９２円 

※基本料金半額減免実施による（減免前料金回収率は９９．４６％） 

 

（２） 効率性 

 渋川市（Ｒ６） 類似団体（R６） 

有収率 ７３．４２％ ８６．５８％ 

施設利用率 ５８．０４％ ５９．１７％ 

 

（３） 安全性 

 渋川市（Ｒ６） 類似団体（R６） 

累積欠損金比率 ０．０％ １．２４％ 

流動比率 １６８．７４％ ３２６．０２％ 

企業債残高対給水収益比率 １７７．８１％ ３００．５４％ 

 

（４） 施設の老朽化状況 

 渋川市（Ｒ６） 類似団体（R６） 

有形固定資産減価償却費 ５６．７４％ ５２．０２％ 

管路経年化率 ３５．７８％ ２４．６１％ 

管路更新率 ０．０８％ ０．５４％ 
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３ 将来の事業環境 （本編１８～２２ページ） 

 

３－１ 行政区域内人口と給水人口の予測 

行政区域内人口は、令和７年３月に策定した「しぶかわ未来共創プラン（第３期渋川市総

合戦略）」の中で見直した人口ビジョンの将来人口を予測値として採用しました。図からも読

み取れるように、さらなる人口減少が見込まれています。 

給水人口は、令和６年度末現在７１，１９６人でありますが、本経営戦略改定１０年後の令

和１７年度には６３，２５１人、４０年後には４３，９３２人と大きな減少が予測されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－２ 水需要の予測 

 令和６年度末の有収水量は２５，８１６㎥/日となっています。本計画策定１０年後の令和１

７年度には２２，３４８㎥/日、４０年後の令和４７年度には１４，２７７㎥/日を見込んでいます。 

今後は更なる人口減少により有収水量も減少していくことが予想されるため、料金収入の

減少や水需要に合わせた施設規模の適正化について検討する必要があります。 
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図３－２ 有収水量の予測値推移 

図３－１ 行政区域内人口と給水人口の予測値推
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いつでも安心して飲める 
安全な水道 

Ⅰ 安全

災害に強く、安定した供給が 
可能な強靱な水道 

Ⅱ 強靭

50 年100 年先の未来へつながる 
持続する水道 

Ⅲ 持続

基本理念 ～ 未来へつながる安全で安心な信頼される水道 ～ 
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図３－３ 料金収入の見通し 

３－３ 料金収入の見通し 

 令和６年度の料金収入は１，５０７百万円となっており、令和６年４月１日の料金改定により

令和７年度は増加していますが、令和８年度以降は下降に転じています。 

また、本市は、施設及び設備の老朽化対策や維持管理対策等の喫緊の課題に直面して

います。このままでは、今後、水道事業の根幹を成す業務に取り組んでいくことが難しい状

況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－４ 組織の見通し 

水道事業の規模縮小に伴い、今後の運営において効率化を進める一方、今後の更新需

要に対応するため、一定の人員は保持する必要があります。将来的には事業の必要に応

じて、柔軟に人員配置を見直し、最適な組織体制を構築していく方針です。 

 

表3.1 職員数の見通し（水道担当） 

局長 

総務経営課 業務課 

合計 
課長 総務企画係 経営会計係 課長 水道工務係 

浄水管理 

センター 

１人 １人 ３人 ３人 １人 １１人 ６人 ２６人 

 

 

４ 経営の基本方針 （本編２３ページ） 

 新水道ビジョンの理想像である「安全」「強靱」「持続」の観点から、５０年、１００年先を見据

えた持続可能な水道事業として、今後も利用者のニーズに応え、将来にわたって安全で安

心な水道水を安定して供給し続けることを目標としています。 
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水質対策
施設数

７カ所

施設の
耐震診断

８カ所

管路更新率
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0.08%
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0.30％以上

管路経年化率
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35.78％

10年後
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図5－1 法定耐用年数で更新する場合の更新需要 

■ 施設及び設備  ■ 管路 

図5－2 更新規模を平準化する計画の場合 
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耐震診断 新設・改修工事

５ 投資・財政計画（収支計画） （本編２４～３６ページ） 

 

５－１ 投資・財政計画（収支計画） 

本市水道事業においては、法定耐用年数を経過し、更新時期を迎えている資産が多くあ

ります。全てを更新することは難しいため、重要度・優先度を考慮し、規模を平準化して更

新します。基準更新周期は、資産ごとの法定耐用年数を基準に設定しました。 

また、更新需要の他にも予定する事業を考慮し、さらに優先して更新する資産を選定し、

更新規模を平準化しました。更新対象としなかった資産は、必要に応じて修繕を行い、継

続して使用します。 

 

○優先して更新する資産 

施設及び設備 ・・・・・・・・・・・機械及び装置 

管路 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・導水管、送水管、配水本管のうち口径１５０mm 以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５－２ 収支計画のうち投資についての説明 

（１） 目標 

上記の投資・財政計画の基づき、水質が安定した水の提供や、導水管・送水管や配水本

管のうち口径１５０mm 以上の管路の更新、電気設備及び機械設備の更新に注力するた

め、以下のとおり指標の向上を目標に定めました。 

 

 

 

  

平準化 
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概算事業費

（千円，税込）
R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

1,644,820千円 

455,088千円 

ＰＦＡＳ

対策

 新浄水場建設工事

 送水管布設工事

事業名

511,500千円  渋川大野配水池改修工事

76,500千円 

151,600千円 

253,000千円 

 北橘赤城山配水池送水設備設置工事

 棚下配水池送水設備改修工事

 見間入配水池送水設備設置工事

 基幹管路耐震化工事 5,911,396千円 

凡例: 耐震診断

見間入配水池 23,500千円 

小野子配水場 21,300千円 

村上浄水場 19,300千円 

吹屋配水場 21,300千円 

子麓配水場 18,000千円 

工事施工調査・設計

横山配水池 25,600千円 

北橘赤城山配水池 28,500千円 

259,100千円  大塚配水池浄水設備設置工事

耐震診断

 機械・装置更新工事 1,315,828千円 

 滝沢配水場浄水設備設置工事 259,100千円 

渋川高区配水池 25,600千円 

 上記のとおり設定した経営目標を達成するため、随時経営指標の検証を行い、経営状態

の把握に努めます。目標達成のためには、経費の削減はもちろんのことですが、給水原価

は他団体と比較して低くなっており、大幅な削減は困難な状況です。 

 このため、目標の達成には、料金改定が必要となることから、本経営戦略改定に当たり、

料金改定の検討を行い、料金改定を想定した収支シミュレーションを実施します。 

 

（２） 事業計画 

表５.１ 事業実施計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安定した水質の水を供給するため、北橘硯石配水池や渋川大野配水池では、送水設備

の設置や配水池の増設工事を行う予定です。加えて、老朽化した機械や装置の更新を順

次行いたいと考えております。 

棚下配水池、見間入配水池、大塚配水池、滝沢配水場では、送水設備や紫外線設備を

設置する予定です。これらの場所では、過去に指標菌が検出されていることから、対策を

する必要があります。 

PFAS 対策としては、新浄水場の建設や新浄水場からの水を供給するため、配水施設の

設置を予定しています。 

また、老朽化した導水管・送水管・配水本管のうち１５０mm 以上の管路や配水池におい

ては、耐震化の実施や耐震診断を行う予定です。 
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（百万円） 実績 現行料金 料金改定

実績値← →予測値

図5-1 料金収入の推計 

※料金回収率=（供給単価／給水原価）×１００ 

５－３ 収支計画のうち財源についての説明 

（１） 目標 

本市水道事業では、現在、料金回収率が９９．５％であり、１００％を下回っています。 

水を供給するために必要な費用を水道料金に反映することで、１０年後には、料金回

収率１００％以上の達成を目標としました。 

また、事業運営に必要な費用を賄うため、経常収支比率１００％以上の維持を目指し

ます。 

 

（２） 財源について 

  ア 水道料金 

現行の料金体系での推計と、料金改定後を含めた水道料金の推計を比較する必

要があります。現行の料金体系での推計は、しぶかわ未来共創プランに基づく人口

推計（図３－１）から有収水量の予測（図３－２）を求め、これに令和６年度実質供給単

価１７３．１０円／㎥を乗じて算出しました。料金改定を含めた推計は、目標を達成す

るために必要な改定率を算定し、前年の供給単価に対し、以下の改定率を乗じて算

定しました（表５．２）。 

表5.2 料金改定率 

改定年度 Ｒ１１ Ｒ１６ Ｒ２３ Ｒ２８ Ｒ３３ Ｒ３９ Ｒ４５ 

対前年改定率 ２０％ ２０％ １０％ １０％ １０％ １０％ １０％ 

※料金改定率は、経営戦略上で試算した値です。実際の料金改定率ではありません。 

    現行の料金体系で推移した場合、料金収入は人口減少による有収水量の減少に

伴い、減少する一方、料金体系を見直した場合は、料金収入の増加が見込まれます

が、同時に市全体の人口も減少していくと考えられるため、各料金改定後も年々わ

ずかに減少していくと推定されます。したがって、上記の各年度ごとに料金を見直す

ことにより、目標である料金回収率１００％以上を維持し、ひいては水道事業の安定

的な運営につながると考えられます（図５－１及び図５－２）。 

 

 

 

 

  

料金回収率

現在（R6）
99.5%

10年後
100％以上

経常収支比率

現在（R6）
105.5％

10年後
100％以上

図5-2 料金回収率の推計 
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収益的収支（基準内） 収益的収支（基準外）
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実績値← →予測値

図5-3 繰入金の推計 

図5-6 企業債残高の推計 

イ 繰入金 

 総務省の定める地方公営企業繰出金の基本的な考え方に基づき、基準内繰入を見込

んでいます（図５－３）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 企業債（補助金） 

水道事業の工事等については、建設改良費

に係る経費の財源として、主に企業債を見込ん

でいます。新発債は、水道事業の経営に必要な

資金残高を考慮した額を見込んでいます。 

新規事業及び更新事業により、企業債発行額

は一時的な増加が見込まれますが、優先順位を

つけて計画的に投資を行うことで、一度に多額

の費用がかからないように留意して進めます（図

５－５）。 

加えて、社会資本整備総合交付金等の国庫

補助金を活用することで、企業債の発行を抑制

します（図５－４）。 

その結果、企業債償還金は現状より小額で推

移し、企業債残高は中長期的に緩やかな減少を

見込んでいます（図５－６）。 

 

 

  

図5-4 建設改良費と財源の推計 
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（百万円） 国庫補助金 企業債 建設改良費
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図5-5 新発債額と企業債充当率の推計 
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図5-9 経常収支比率の推計 
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図5-10 資金残高の推計 
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５－４ 経常収支の見通し 

（１） 現行の料金体系で事業を行った場合 

現在、本市水道事業における経常収支比率は１００％を超えており、健全な経営を行っ

ています。しかし、令和１０年度以降、収益的支出が収益的収入を上回り、経常収支比率

は１００％を下回る見込みです（図５－７）。 

 また、前述の図５－２（p.９）から分かるとおり、料金回収率は令和６年度で１００％を下回

っています。今後、経費等の増加が見込まれるため、料金回収率はさらに低下することが

予測されます。 

これにより、資金残高が減少し、令和２８年度以降、企業債を最大限に活用したとして

も、資金が不足し事業の継続が困難となります（図５－８）。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 料金改定を行った場合 

 令和１１年度以降、５年毎を目安に料金を見直すことで、料金回収率、経常収支比率

ともに１００％以上を維持することが可能となります（図５－９）。資金残高は、事業運営

に必要な資金残高を確保し、維持できる見込みです（図５－１０）。 

 これにより、安定的な経営を実現し、事業を持続することが可能になります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図5-7 経常収支比率の推計 
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図5-8 資金残高の推計 
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５－５ 投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要  

（１） 投資の合理化、費用の見直しについての検討状況等 

群馬県主導の水道広域連携検討会に参加し、広域化や業務共同化等の方法を検

討します。 

また、ＰＰＰ／ＰＦＩなどの活用可能性を探り、民間のノウハウを活用した維持管理の

効率化について積極的に検討します。 

加えて、アセットマネジメントを定期的に見直すことにより、施設・設備の統廃合や合

理化、管路縮径の可能性を検討し、コストの縮減に努めます。 

 

   （２） 財源についての検討状況等 

     水供給に必要な費用を賄うためには料金改定が必要です。料金改定は、市民の理

解と協力を得ることが不可欠であるため、現状分析や将来の見通しを踏まえた経営状

況等について平時から情報を開示し、説明を行います。 

     また、企業債抑制のための国庫補助の積極的な活用や、繰入基準に基づいた必

要額の繰入を予定しています。 

     加えて、今後は施設の統廃合等により遊休資産が発生した場合は、売却や貸付を

検討し、事業収入の増加に努めます。 

 

 

６  経営戦略の事後検証、改定等に関する事項 （本編３７ページ） 

 

本経営戦略は、進捗状況等の評価、検証を行った上で、お客様ニーズや社会環境の変

化等を踏まえ、適宜修正を行います。 

具体的には、毎年の決算が公表された後、経営戦略の収支計画との乖離及びその原因

の分析、他計画との内容の整合を検証し、後年に影響が出てくる場合は、収支計画を修正

するという一連の流れ（PDCA サイクル）により行います。 

また、３年から５年ごとに、適切な経営戦略となっているか検証を行い、経営戦略の改定を

行った場合には、議会に報告するとともにホームページ上に公表し、速やかに皆様にお知ら

せします。 
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